
 

任意予防接種にかかる費用の一部を助成します 
 

鏡石町では、「おたふくかぜワクチン」の接種費用の一部を下記のとおり助成します。接種を希望する人は、

医療機関備え付けの説明書や、予防接種と子どもの健康をよくお読みになり、ワクチンの効果や副反応などにつ

いて理解したうえで、予防接種を受けていただくようお願いします。 

 

おたふくかぜって? おたふくかぜとは、耳下腺、顎下腺、舌下腺等の唾液腺の腫脹と圧痛が主症状です。 

治療は対処療法のみとなるため、ワクチン接種し、罹患・重症化予防することが重要です。１回の接種でワクチ

ン予防効果は約 90％程ですが、日本小児科学会では 2回の接種を勧めています。 

対象年齢や助成額は下記のとおりです。 

 

予防接種名 対象年齢 
標準的な 

接種開始時期 
接種間隔 助成回数 １回の助成額 

 
 
おたふくかぜ 

 

満１歳～就学前のお子さん

で過去におたふくかぜに罹

ったことがない方 
 

 
 
12～15か月 

 
 
27日以上あける 

 
 

１回 

 
 

5,000円 

 

※注意 

・助成回数は、１回のみです。２回接種を受ける場合は、１回分は自己負担で接種をお受けください。 

・接種間隔については日本小児科学会では、１２～１５か月に１回目、５～６歳に２回目の接種を受けることが

推奨されています。 

・指定医療機関（裏面参照）以外で接種を希望する場合は、事前に健康環境課での手続きが必要です。詳しくは

下記の助成の受け方をご参照ください。 

 

 
【助成の受け方】 

対象の年(週)齢で接種を希望しますか?           助成の対象にはなりません。 

                           

                               

裏面に記載がある対象医療機関で            健康環境課にて事前に申請をしましょう。 

接種を受けますか?                

                                   

  

事前にご予約のうえ、医療機関にて          依頼書と交付金請求書、予診票の交付を受け、 

接種をお受けください。                 接種ご希望の医療機関にご予約のうえ 

予診票は、医療機関に備え付けになっています。      接種をお受け下さい。                 

 

 

接種費用から１回の助成額を差し引いた額を       医療機関の窓口にて費用の全額を支払い、 

医療機関の窓口にてお支払いただきます。        交付金申請書と予診票を健康環境課まで 

                            ご提出ください。 

後日助成額を交付いたします。(口座振込) 

 

 

は  い 

は  い 

い い え  

い い え 

 



鏡石町公式キャラクター 

 

おたふくかぜ予防接種受託医療機関（須賀川市・鏡石町・天栄村でワクチン取り扱いのある医療機関）   

 

【須賀川市】                                   令和８年４月更新 

医療機関名 所在地 電話番号 備考 

あすなろこどもクリニック 西川字後田１１２－５ ６３－２７１１ 予約制 

あづまクリニック 前川５２－１ ７２－３７５５ 予約制 

あべ内科医院 木之崎字寺前７７－６ ６９－１１２２ 予約制 

石川内科 下宿町５７ ６３－９０２０ 予約制 

折笠クリニック 東作１４６－７ ７２－７０６５ 予約制 

公立岩瀬病院 北町２０ ７５－３１１１ 予約制 

国立病院機構福島病院 芦田塚１３ ７５－２１３１ 予約制 

大町診療所 大町４０３－９ ９４－６８０７ 予約制 

こんの小児科 中宿２０２ ７６－５０１０ 予約なし 

須賀川南クリニック 広表７７－１ ９４－８１３５ 予約制 

長沼クリニック 長沼字殿町１１－３ ６７－２９３０ 予約制 

ブナの木内科診療所 矢沢字天神２１０ ６６－１５５０ 予約制 

山田クリニック 越久字三斗内７５－１ ６３－０１０１ 予約制 

吉田医院 上北町９６－１ ７６－２１１７ 予約制 

 

【鏡石町】 

鏡石クリニック 鏡石町本町２０１－３ ９２－２１１３ 予約制 

つむらやクリニック 鏡石町鏡沼１８９－２ ６２－１６１６ 予約制 

 

【天栄村】 

田中医院 天栄村下松本字四十壇９ ８２－２５８９ 予約制 

天栄クリニック 天栄村飯豊字上原３２ ８３－１０９０ 予約制・６歳以上 

天栄村国民健康保険診療所 天栄村湯本字下原７４ ８４－２００５ 予約制 

 

 

 

※任意接種のため、被接種者と医師との相談によって判断して接種を受けるものであり、必ず接種を受けなけれ

ばならないものではありません。健康被害時には「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済の対象となりま

す。詳細については、接種前に配布される説明書をよくお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【問い合わせ先 鏡石町 健康環境課 保健師 0248-62-2115】 

 


